
令和８年度 特定随意契約発注見通し
菊川市契約規則第20条の２の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の２第１項第３号又は第４号の規則で定める手続きについて公表を行う。
（公表日時点の情報であるため、実際に発注する業務内容と異なる場合があります。）

№ 業務名称
契約予定
時期

契約内容 契約の相手方の選定基準 決定方法 事務担当課

1
菊川駅前トイレ清掃管理委
託

R8.3 駅前トイレ清掃、消耗品補充
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に規定
するシルバー人材センター連合であること。

随意契約(3号) 財政課

2
菊川市役所本庁舎日常清掃
業務

R8.3
本庁舎・現業棟及びその敷地
内の日常清掃

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に規定
するシルバー人材センター連合であること。

随意契約(3号) 財政課

3
菊川市水道事務所日常清掃
業務委託

R8.3 水道事務所日常清掃業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 水道課

4
菊川市総合保健福祉セン
ター日常清掃業務委託

R8.3 施設の清掃業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

福祉課

5
菊川市総合保健福祉セン
ター夜間・休日受付業務委
託

R8.3 夜間・休日の受付業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

福祉課

6
菊川市総合保健福祉セン
ターモップ設置業務

R8.3 清掃用モップの設置業務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五
条第十四項に規定する施設であること。

随意契約(3号) 福祉課

7 公共駐輪場管理業務委託 R8.3 公共駐輪場の管理
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 建設課

8
御前崎遠州灘県立自然公園
（丹野池・石山公園）管理
業務委託

R8.3
市の観光資源である丹野池及
び石山公園の管理業務（トイ
レ清掃及び除草）を委託

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 商工観光課

9
七曲池観光施設管理業務委
託

R8.3
市の観光資源である七曲池の
管理業務（トイレ清掃及び除
草）を委託

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 商工観光課

10
滝ノ谷池周辺・トイレ清掃
業務委託

R8.3
市の観光資源である滝ノ谷池
周辺のトイレ清掃管理業務委
託

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 商工観光課



令和８年度 特定随意契約発注見通し
菊川市契約規則第20条の２の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の２第１項第３号又は第４号の規則で定める手続きについて公表を行う。
（公表日時点の情報であるため、実際に発注する業務内容と異なる場合があります。）

№ 業務名称
契約予定
時期

契約内容 契約の相手方の選定基準 決定方法 事務担当課

11
南北自由通路清掃業務委託
（通路）

R8.3 清掃作業一式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 都市計画課

12 清掃用モップ設置 R8.3
菊川市内の小中学校における
清掃用モップ設置業務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五
条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う施
設であること。

随意契約(3号) 教育総務課

13
菊川市中央公民館事務受付
管理業務

R8.3
菊川市中央公民館の受付及びその他
業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

社会教育課

14
菊川市中央公民館、黒田家
代官屋敷駐車場トイレ等日
常清掃業務委託

R8.3
菊川市中央公民館及び代官屋
敷駐車場トイレ等の日常清掃
業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

社会教育課

15
菊川市黒田家代官屋敷資料
館受付業務委託

R8.3
菊川市黒田家代官屋敷資料館
の受付事務等

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

社会教育課

16
菊川市立図書館日常清掃業
務

R8.3
菊川市立図書館（菊川文庫、
小笠図書館）の日常清掃

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

図書館

17
赤土リサイクルステーショ
ン分別立会い業務委託

R8.4
赤土リサイクルステーション
分別立会い業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 環境推進課

18
道路環境整備事業 除草清掃
作業業務委託

R8.4 市道管理のための除草作業
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 建設課

19
河川環境整備事業 除草清掃
作業業務委託

R8.4 河川管理のための除草作業
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 建設課

20 都市公園除草作業業務委託 R8.4 除草作業一式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 都市計画課



令和８年度 特定随意契約発注見通し
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契約内容 契約の相手方の選定基準 決定方法 事務担当課

21
その他公園除草作業業務委
託

R8.4 除草作業一式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 都市計画課

22 土地改良施設除草業務委託 R8.4 除草作業一式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 農林課

23
井之宮公園除草清掃作業業
務委託

R8.4 トイレ清掃、園内の除草
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 農林課

24
菊川市役所庁舎東館「多目
的エリア」事務受付業務

R8.4
庁舎東館多目的エリアにおけ
る受付事務業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 地域支援課

25
菊川市役所庁舎東館日常清
掃業務

R8.4
庁舎東館における日常清掃業
務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 地域支援課

26
駅前不法駐輪自転車対策委
託業務

R8.4
駅周辺における不法駐輪自転
車対策業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 地域支援課

27
防災施設等管理事業 市有地
管理作業業務委託

R8.5 市有地管理内の草刈り業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 危機管理課

28
防災施設等管理事業 機械設
備保守点検業務委任

R8.5
避難所防災倉庫機材点検及び
清掃作業

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 危機管理課

29 市有地除草業務委託 R8.5 市有地除草作業
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第一項に規定
するシルバー人材センター連合であること。

随意契約(3号) 財政課

30 蛍光管回収業務委託 R8.5 蛍光管回収業務（年２回）
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和
四十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に
規定するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 環境推進課



令和８年度 特定随意契約発注見通し
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31
環境保全センター周辺及び
神尾跡地・志瑞除草作業業
務委託

R8.5
環境保全センター周辺及び神
尾跡地・志瑞除草作業業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 環境推進課

32
市営城山霊園除草清掃業務
委託

R8.5 城山霊園除草清掃業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 環境推進課

33
菊川市上水道事業 除草作業
業務委託

R8.5 水道施設除草作業
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 水道課

34
高田大屋敷遺跡・舟久保古
墳除草作業業務委託

R8.5

国指定史跡菊川城館遺跡群（高田大屋敷
遺跡）及び県指定史跡舟久保古墳敷地の
除草作業業務を委託する。（高田大屋敷
遺跡２回、舟久保古墳２回）

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

社会教育課

35
プラザけやき敷地内除草業
務

R8.6
プラザけやき及び職員駐車場
内の草刈業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 福祉課

36 旧内田保育園除草作業 R8.6 除草作業一式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) こども政策課

37 空き家現地調査業務委託 R8.7 現地外観目視調査業務一式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 都市計画課

38
菊川市総合検診プラザけや
き会場駐車場来場者整理業
務

R8.8
総合検診プラザけやき会場駐
車場での来場者整理

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

健康づくり課

39
菊川市埋蔵文化財センター
内樹木剪定業務委託

R8.11
菊川市埋蔵文化財センター敷
地内樹木の剪定作業業務委託

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

社会教育課

40 校庭樹木等管理 R9.1
菊川市内の小中学校における
樹木剪定、消毒、枝葉の運搬
処分

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号) 教育総務課
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41
はたちの集い駐車場管理業
務

R9.1 はたちの集い駐車場の車誘導
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四
十六年法律第六十八号）第三十七条第二項に規定
するシルバー人材センターであること。

随意契約(3号)
（単価契約）

社会教育課


	様式

